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○（仮称）国立市住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の保護

に関する条例（案） 

 

（目的）  

第１条 この条例は、本人確認情報等が市の区域を越えて通知及び利用され

る住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ（正確性、機密性及

び継続性の維持をいう。以下同じ。）を厳正に確保するため、住民基本台

帳法（昭和 42 年法律第 81 号。以下「法」という。）及び法に基づく命令(告

示を含む。)並びに国立市個人情報保護条例（平成 14 年 12 月国立市条例第

36 号。以下「個人情報保護条例」という。）に定めるもののほか、市が講

ずべき住民基本台帳ネットワークシステムの適正な運用管理について必要

な事項を定め、もって市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。 

（定義）   

第２条 この条例において「住民基本台帳ネットワークシステム」とは、電

気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディス

クへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成 14 年総務省令告

示第 334 号)第 1 の 1 に規定する住民基本台帳ネットワークシステムをいう。 

２ この条例において「本人確認情報等」とは、法第 30 条の 5 第 1 項に規定

する本人確認情報その他法令(法及びこれに基づく命令(告示を含む。)をい

う。以下同じ。)の規定に基づき住民基本台帳ネットワークシステムの電気

通信回線を通じて送受信される情報をいう。 

３ 前２項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、

法において使用する用語の例による。 

（市長の責務)  

第３条 市長は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用に当たり、市民

の本人確認情報等を適正に保護し、漏えい、滅失若しくはき損又は不正な

利用若しくは提供を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

（職員の義務）  

第４条 本人確認情報等を取り扱う事務に従事する職員（以下単に「職員」

という。）は、当該事務を行うに当たり、個人情報の保護に留意し、法、

個人情報保護条例その他の関係法令等を遵守しなければならない。 

２ 職員は、本人確認情報等の利用に当たっては、事務処理に必要な範囲に

限定しなければならない。 

（会議の設置） 

第５条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため

に必要な対策（以下「セキュリティ対策」という。）の総合的な実施を図

るため、市長の下に、住民基本台帳ネットワークシステムの企画及び運用

計画並びにセキュリティ対策に関する事項を検討する会議を設置する。 

（統括責任者等の設置） 

第６条 市長は、セキュリティ対策の実施に当たり、住民基本台帳ネットワ

ークシステムを構成する機器等を適正に管理する責任者及び住民基本台帳
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ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ対策を実施する責任

者並びにこれらの者を統括する責任者を置くものとする。 

（委託に係る措置）  

第７条 市長は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務の処理を市

の機関以外のものに委託するときは、本人確認情報等の保護を図るため、

個人情報保護条例第 33 条の規定に基づき業務委託登録等を行うとともに、

委託先の当該業務に係る秘密保持等の措置及び体制等を確認し、委託先の

守秘義務について必要な条件を付す等、当該業務に係る秘密保持について

適切な措置を講じるものとする。 

（受託者等の責務) 

第８条 市長から本人確認情報等を取り扱う業務の委託を受けた者（以下「受

託者」という。）及び受託者から本人確認情報等を取り扱う業務の委託を

受けた者（以下「再受託者」という。）は、本人確認情報等の漏えい、紛

失、破壊、改ざん、滅失、き損及び不正な流通の防止その他の本人確認情

報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 受託者及び受託者であった者並びに当該受託業務に従事している者及び

従事していた者は、その業務に関し知り得た本人確認情報等を漏らし、又

は不当な目的に利用してはならない。 

３ 前項の規定は、再受託者若しくは再受託者であった者又は当該再受託業

務に従事している者若しくは従事していた者について準用する。 

（不当取得者等に対する措置)   

第９条 市長は、住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報等を

不当な目的をもって取得し、又は保有していると認められる者(以下「不当

取得者等」という。)に対し、必要な調査を行うことができる。 

２ 市長は、前項の調査を行う場合において、必要があると認めるときは、

不当取得者等に対し、質問し、又は文書その他の物件の提出を求めること

ができる。 

３ 市長は、前 2 項に規定する調査等により本人確認情報等を保護するため

必要があると認めたときは、不当取得者等に対し、当該本人確認情報等の

消去、記録された媒体の処分その他必要な措置を命じることができる。 

（監査の実施） 

第 10 条 市長は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティの確保

について、定期に又は必要に応じて監査を実施するものとする。 

（関係機関の調査等）  

第 11 条 市長は、本人確認情報等の漏えい又は不正な利用のおそれがあると

認めるときは、国、都道府県、区市町村、指定情報処理機関その他の関係

機関（以下「関係機関等」という。）に対し、本人確認情報等の保護の措

置等について、調査及び報告を求めるものとする。 

２ 市長は、前項の規定による報告又は調査の結果、本人確認情報等の保護

の措置等が十分でないと認めるときは、当該関係機関等に対して、本人確
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認情報等の利用を中止すること又は必要な本人確認情報等の保護の措置を

講じることを要請するものとする。 

（システムの停止の措置等）  

第 12 条 市長は、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて、本人確認情

報等の漏えい若しくはそのおそれがある場合又は本人確認情報等が不正に

利用され、若しくは利用されるおそれがある場合には、市の住民基本台帳

ネットワークシステムの全部又は一部の停止その他の本人確認情報等の保

護に関し必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市長は、前項の措置を講じるに当たっては、あらかじめ国立市情報公開

条例（平成 14 年 12 月国立市条例第 35 号）第 15 条第１項に規定する国立

市情報公開及び個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）の意見を

聴かなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、

この限りでない。 

３ 市長は、前項ただし書の規定により第 1 項の措置を講じたときは、速や

かに、当該措置の内容について審議会に報告しなければならない。 

（運用状況の報告)   

第 13 条 市長は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況について、

毎年 1 回、審議会に報告するとともに、市民に公表しなければならない。 

（関係職員の研修)    

第 14 条 市長は、本人確認情報等の保護のため必要な事項について、職員に

対し、計画的に教育及び研修を行う体制を整備するものとする。 

（法令違反等)   

第 15 条 市長は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用に関し、職員等

に法、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)、個人情報保護条例その他の

法令に違反する行為があったと認めるときは、住民基本台帳ネットワーク

システムの安全性を確保するため、法令に定める手続に従い、厳正な措置

を講じるものとする。 

(罰則) 

第 16 条 再受託者若しくは再受託者であった者又は再受託業務に従事して

いる者若しくは従事していた者が、第 8 条第 2 項の規定を準用する第 8 条

第 3 項の規定に違反して本人確認情報等を漏らしたときは、2 年以下の懲

役又は 100 万円以下の罰金に処する。 

２ 前項に規定する者が、第 8 条第 2 項の規定を準用する第 8 条第 3 項の規

定に違反して不当な目的に本人確認情報等を利用したときは、1 年以下の

懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以下の過料に処する。 

(1) 第 9 条第 2 項の規定による質問に対し、回答をせず、若しくは虚偽の回

答をし、又は同項の規定による文書その他の物件の提出を拒み、妨げ、若

しくは忌避し、若しくは虚偽の文書その他の物件を提出した者 

(2) 第 9 条第 3 項に規定する命令に従わない者 

（その他） 
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第 17 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は

市長が、別に定める。 

 

   付 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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